
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver.3.2 以降 

平素、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

標記の件につきましてご案内申し上げます。 

よろしくご査収のほどお願いいたします。 

なお、当内容は、予告なく変更されることがあります。 

あらかじめご了承ください。 

 

税制改正内容税制改正内容税制改正内容税制改正内容 

 

システムシステムシステムシステムのののの対応対応対応対応 

安心電話安心電話安心電話安心電話サポートサポートサポートサポート    
システムの操作に関する不明点をお問い合わせいただけます。 

ポイントポイントポイントポイント 1111    

法改正法改正法改正法改正・・・・機能機能機能機能アップアップアップアップ製品製品製品製品のののの無償提供無償提供無償提供無償提供    
法改正・機能アップ等に伴うバージョンアップ版を無償でご提供いただけます。 

ポイントポイントポイントポイント 2222    

原本原本原本原本ディスクディスクディスクディスクのののの破損交換破損交換破損交換破損交換サービスサービスサービスサービス    
原本ディスクが破損してしまった場合、無償で交換いたします。(年間 1 回まで) 

ポイントポイントポイントポイント 3333    

2012 年 4 月 19 日 

システムに関係する消費税改正は以下のとおりです。 

仕入税額控除制度仕入税額控除制度仕入税額控除制度仕入税額控除制度におけるにおけるにおけるにおける「「「「95959595％％％％ルールルールルールルール」」」」のののの適用要件見直適用要件見直適用要件見直適用要件見直しししし        

課税期間の課税売上高が 5 億円を超える場合は、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより仕入れ控除税額の

計算を行うことになりました。 

    

控除対象仕入税額計算方法控除対象仕入税額計算方法控除対象仕入税額計算方法控除対象仕入税額計算方法のののの「「「「全額控除全額控除全額控除全額控除」」」」判定変更判定変更判定変更判定変更    
決算開始年月日（設立日）が平成 24 年 4 月 1 日以降（個人は平成 25 年 1 月 1 日以降）の場合、課税売
上割合が 95％を超えていても課税売上高が 5 億円を超えている場合は、全額控除とせず、ユーザーが選択
した控除対象仕入税額計算方法で計算を行います。 

23年消費税改正に対応した「「「「財務応援財務応援財務応援財務応援AiAiAiAi企業会計企業会計企業会計企業会計////公益公益公益公益・・・・社会福祉会計社会福祉会計社会福祉会計社会福祉会計Ver.4.0Ver.4.0Ver.4.0Ver.4.0」」」」は、 

2012年4月19日リリースです。 

お早目の保守ご加入をお願いいたします。 

 

「財務応援 Ai 企業会計」「財務応援 Ai 公益・社会福祉会計」 

     平成 23 年消費税対応版のご案内（Ver.4.0） 


